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司法修習委員会（第４４回）議事録  

 

１  日時  

  令和５年５月３０日（火）午後１時から午後２時３０分まで  

２  開催方法  

  オンライン会議  

３  出席者  

  （委員）岩崎晃、翁百合、木納敏和、菅原ますみ、濱中淳子、松下淳

一、矢尾和子、山本和彦（委員長）（敬称略）  

  （幹事）石田京子、一場康宏、加藤経将、川山泰弘、是木誠、佐藤隆

之、設楽あづさ、下津健司、鈴木成之、鈴木道夫、廣田智也、

丸山嘉代、三輪方大、和田俊憲（敬称略）  

４  議題  

⑴  意見交換  

ア  実務修習に関する状況等について  

イ  導入修習に関する状況等について  

ウ  指担協の協議事項について  

⑵  今後の予定について  

５  配布資料  

  （資料）  

８３  導入修習に関するアンケート集計結果  

６  議事  

⑴   委員及び幹事の交替  

加藤委員及び中山委員に替わり、宮地委員及び矢尾委員が委員に任

命され、佐藤雅彦幹事、鈴木謙也幹事及び宮村幹事に替わり、鈴木成之
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幹事、廣田幹事及び三輪幹事が幹事に任命された旨の報告がされた。  

⑵  報告  

一場幹事から、司法修習の実施状況等について報告がされた。  

⑶  意見交換  

ア  実務修習に関する状況等について  

（山本委員長）  

実務修習に関する状況等について、一場幹事から御説明をお願い

いたします。  

（一場幹事）  

まず、実務修習結果簿の分析についてですが、７６期修習の分野別

実務修習は今年の１月に開始されて、現在、第３クールの中盤まで来

ております。  

分野別実務修習につきましては、分野別実務修習における指導の

ガイドラインというものがあり、そこで一定の数値目標を掲げてい

るところですが、修習の実情を把握するため、以前より修習生が作成

する実務修習結果簿を集計して分析し、この結果をこの委員会に御

報告しています。  

７１期以降、第１クール分の実務修習結果簿のうち約３分の１を

サンプルとして抽出して集計する方法によっており、７６期につき

ましても同様にサンプル集計を行いました。結果として、７６期につ

きましても概ねガイドラインに沿った修習を行うことができている

というふうに考えております。引き続き数値目標を踏まえながら、よ

り質の高い修習を目指していくことが必要と考えております。  

続きまして、選択型実務修習の状況について御説明いたします。７

６期の選択型実務修習は８月上旬から開始する予定ですけれども、

これまでと同様、７６期におきましても全国プログラム及び自己開
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拓プログラムを含めた選択型実務修習を実施することを予定してお

ります。７６期におきましてはプログラムを提供する実務庁会とし

て新たに公害等調整委員会が加わっております。また、プログラム数

は若干全体としては７５期に比べて減少しておりますが、募集人数

を増加したプログラムが複数あるため、募集人数は全体としては増

加し、応募人数も増加しております。私からの御説明は以上になりま

す。  

（山本委員長）  

ただいま御説明がありました実務修習の状況について、これも御

質問、御意見、何でも結構ですので御自由にお出しいただければと思

います。  

（木納委員）  

実際の実務修習の状況について修習結果簿を踏まえた御説明をい

ただいたところですが、裁判修習の起案の数については、大規模庁で

修習している人とそれ以外の小中規模庁で修習している人との関係

で何か特徴的な違いとかがあるかどうかがお分かりであればという

点と、それから生の実際の記録を前提とした起案ということのほか

に、適当な事件がない場合に記録等に基づいた起案というものもし

ていて、それも含まれているのかどうかという点について確認をさ

せていただきたいと思います。  

（山本委員長）  

それでは一場幹事からお願いします。  

（一場幹事）  

最初の御質問にあった大規模庁と中小規模庁のところにつきまし

ては、今手元にデータがございませんので、確認して木納委員に御報

告したいと思います。  
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２番目の御質問ですけれども、そこは恐らく既済事件の記録を活

用した起案というのもこれに含まれているのではないかというふう

に思っておりますが、その辺りは三輪幹事も御存じであれば補足で

お願いしたいと思います。  

（三輪幹事）  

地裁における民事裁判の修習の実情といたしましては、基本的に

は生の記録に基づいて起案をするのが望ましいでしょう。生の記録

に基づき、実際の当事者の対応や動きをシミュレートしたり、予測し

たりするほか、できれば尋問等の傍聴もした上で起案してもらうこ

とが多いと思います。  

他方で、修習期間との関係で起案に適した事件が必ずしもないと

いうような場合には、既済の記録等を持ってきまして、それに基づい

て事実認定起案や主張整理をするなど、できるだけ限られた期間内

で効果的な研修ができるように工夫をしているのではないかと思い

ます。  

（山本委員長）  

木納委員、いかがでしょうか。  

（木納委員）  

ありがとうございました。基本的に実際の修習の現場ですと、起案

に適する事件がそろっている裁判所もあるでしょうし、そうでない

ところもあろうかと思いますが、そういった場合においてはできる

だけ修習庁によって同じような機会が確保できるように現場でいろ

いろ工夫していただいた上で修習指導をしていただいているという

ように理解させていただければいいのかなというふうに思います。  

（一場幹事）  

ありがとうございます。若干業界用語を使ってしまったような気
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もして、既済事件の記録というのは既に終わってしまった事件の記

録を指しています。それに対して生の事件というのは現在進行形で

裁判が実際に行われている事件の記録のことを指します。  

（山本委員長）  

ありがとうございました。それでは菅原委員、お願いいたします。  

（菅原委員）  

集計の方法について教えていただきたいのですが、最初に御説明

の中で３分の１ぐらいをピックアップして集計したとおっしゃって

いらっしゃったと思いますが、修習生が最終的に何件担当できたか

という集計は全数で把握することが理想かなと思います。最終的に

全数把握になるのか、ずっと３分の１抽出でいくのか教えていただ

ければと思います。  

（山本委員長）  

ありがとうございました。それでは一場幹事、お願いします。  

（一場幹事）  

御指摘のとおり、もし可能であれば全数で把握した方がいいとい

うのはそのとおりかと思うのですけども、集計の負担もありまして、

従前から３分の１をサンプルとして抽出して集計して経年で見てい

くということでやらせていただいております。  

（菅原委員）  

調査や集計をデジタル化できるといいかなと思います。  

（一場幹事）  

デジタル化した方がいいなとは確かに思っているところですが、

現時点では手書きになっておりまして、集計に手間がかかっている

というのが実情です。御指摘のとおり、デジタル化すればもっと簡単

に全数の集計もできますので、そこは検討したいと思います。ありが
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とうございます。  

（山本委員長）  

ありがとうございます。重要な御指摘かと思いますので、ぜひ検討

いただければと思います。続きまして鈴木幹事、お願いいたします。  

（鈴木道夫幹事）  

先ほど木納委員が御質問してた件と少し関連しますが、民裁修習

に関する修習結果の中の保全執行について、具体的事件で修習した

割合と講義形式のみで修習した割合が出ています。民事弁護の実務

修習における各単位会の課題として、保全執行事件を実務修習期間

中に修習生に体験させられないという点があるので、民裁修習にお

いて、具体的な保全事件を見る機会というのは非常に有用だと思い

ます。講義形式のみでしか修習できないというのは実務庁によって

は実際の事件が少ないことが結果に反映しているのかという点を情

報があれば事務局長にお聞きしたい。  

もう一つは、法廷傍聴の件です。実際に法廷に行く機会が弁護士も

少なくなり、ウェブでの弁論準備手続が大半を占めるようになって

きています。その辺りで大規模庁と、中小の裁判所で、修習生の体験

に現時点で有意な差が出ているかという点を教えていただければと

思います。  

（山本委員長）  

それでは一場幹事、お願いいたします。  

（一場幹事）  

御指摘のとおり、保全事件と執行事件に関してできれば具体的な

事件を見てもらった方がいいというのはそのとおりだと思うのです

が、恐らく、それに適した事件がちょうどよくあるかというところに

影響されるのではないかと思います。修習の日程も短いので、その間
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に適した事件があって、さらにそれ以外のこともやらなければいけ

ないので、それとの兼ね合いでうまくいくかどうかというところに

よるのではないかと推察しております。  

傍聴につきましては、大きな庁と中小規模庁で差があるような気

はしていないのですが、その辺りは三輪幹事に補足していただけれ

ばと思いますが、いかがでしょうか。  

（三輪幹事）  

書面による準備手続や弁論準備手続で、ウェブ会議でやるものが

多くなったことから、傍聴の機会が制限されているのではないかと

いう御懸念を抱いておられるのかと思いますが、民事裁判修習中は

準備室等を使ってＴｅａｍｓでのウェブ会議をするというような機

会が多く、その場合にはできるだけ修習生も同行して、隣にいて画面

を見ながら手続のやり取りを見せるというような工夫もしておりま

して、ウェブ会議で手続が行われることが多くなったことにより傍

聴する機会が少なくなったということはそれほどないのかなという

ふうに感じているところでございます。  

（山本委員長）  

ありがとうございました。鈴木幹事、いかがでしょうか。  

（鈴木道夫幹事）  

ありがとうございました。書面による準備手続等についても法廷

傍聴等の数に反映されていると理解しました。  

イ  導入修習に関する状況等について  

（山本委員長）  

続きまして今度は導入修習に関する状況等について、一場幹事か

ら説明をお願いいたします。  

（一場幹事）  
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資料に基づきまして導入修習に関する状況等について御説明いた

します。まず、７６期の導入修習アンケートについてになります。  

導入修習につきましては、その状況を把握し、今後の修習の質の向

上に役立てることを目的として、各地において導入修習の終了時及

びそこからしばらくたった集合修習開始時の２回にわたって修習生

に対してアンケートを実施しております。このうち導入修習終了時

に実施するものを第１アンケート、集合修習開始時に実施するもの

を第２アンケートと呼んでおります。  

今回は７６期の導入修習終了時の第１アンケートの結果について

御報告いたします。１３９１人中１３１７人が回答し、回答率は９４．

６８％となっております。７６期導入修習は７３期以来３期ぶりに

和光の司法研修所に参集させる参集方式での実施となりました。オ

ンラインで実施した７５期導入修習との比較において特徴的な点を

御紹介いたします。  

まず、図表の１－１から１－２－３までによれば、７６期を７５期

と比較いたしますと、知識、能力の不足を感じたと回答した者の割合

はほぼ全ての項目で同程度かやや減少しております。しかし、不足を

感じたと回答した者のうち、実際に自学自修に取り組んだ者の割合

は表１－２－１から１－２－３の数字のとおり、民事系、刑事系、い

ずれも減少しております。  

次に、図表２－１から２－４－３によれば、７６期を７５期と比較

いたしますと、民事系、刑事系ともに導入修習について不足した知識、

能力を補うことができたことが、あるいはやや補うことができたと

回答した者の割合もやや減少しております。  

図表３－１ですが、図表３－１は導入修習中に行った自学自修の

内容についてまとめたものです。７５期と比べますと、最も多い研修



9 

所の教材等をはじめとして全ての項目で減少が見られます。  

以上のとおり、自学自修に取り組んだ修習生の割合が下がり、また、

導入修習を通じて不足していた知識、能力の不足を行うことができ

た修習生の割合も若干下がっているところですが、図表４－１が知

識、能力の不足を感じたものの自学自修に取り組まなかった理由を

集計したものになります。自学自修を行う時間的余裕がなかったこ

とを理由としたものの割合が最も多く４４．３％であり、７５期との

比較で大幅に上昇していることから、これが大きな要因になってい

るものと考えられます。  

なお、導入修習が参集方式で最後に実施された７３期でも自学自

修に取り組んだ者の割合や自学自修に取り組まなかった理由につい

て時間的余裕がなかったことを挙げた者の割合はおおむね７５期と

同水準でありました。このことからしますと、自学自修に取り組まな

かった原因は導入修習が参集方式で実施されたために通所するため

の時間が必要となったり、一人で勉強するのではなくて修習生同士

のコミュニケーションの時間が増えたりしたことにより、一人で勉

強する自学自修に充てる時間が確保しづらくなったことによるもの

と考えております。  

他方で、参集による効果というものもあるものと思われますが、そ

れは次の司法修習生指導担当者協議会の協議事項のところで触れた

いと考えております。  

最後は図表の６－１が導入修習の各カリキュラムがどの程度役立

ったのかに関する回答の集計結果をまとめたものになります。図表

６－２はこれを７５期と比較したものになります。いずれのカリキ

ュラムにつきましても７５期と同水準の肯定的な評価が得られてい

るのではないかと考えております。私からの御説明は以上になりま
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す。  

（山本委員長）  

ありがとうございました。  

それでは、ただいま御説明がありました導入修習の状況につきま

して、これも委員、幹事の皆様から御自由に御質問、御意見をお伺い

できればと思います。いかがでしょうか。  

参集方式をとったことによって、時間がどうしても、通所等に取ら

れたり、あるいは学生同士のいろんな付き合いというか接触等も増

えるということで自学自修に取る時間的余裕が減ったということか

ら自学自修によって欠けた部分を補うということが少しおろそかに

なったというのではないかという分析でしたけれども、その点につ

いて、あるいはほかの点でも結構ですけれども、何かありましたら御

指摘をいただければと思いますが、いかがでしょうか。  

（岩崎委員）  

民弁教官室上席の鈴木幹事にお伺いしたいのですが、図表６－１

において、突出して「弁護士倫理・職責等」が役に立たないというよ

うなことを書かれているところ、これはどんなことをやっているの

かということと、修習生が役に立たないと考える理由に何か思い当

たる節があるかということについて教えていただきたいです。質問

の趣旨は、私は、所属弁護士会において、新規登録弁護士になって初

年度の倫理研修や新規登録弁護士の研修をやっているのですが、何

のためにやんなきゃいけないんだみたいなことを言う人がたくさん

おりまして困ったもんだと思っており、これを何とかしろという意

味ではなくて、司法研修所はどう受け止めてらっしゃるか教えてい

ただきたいということです。  

（山本委員長）  
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ありがとうございます。それでは御指名ですので鈴木幹事、お願い

できますでしょうか。  

（鈴木成之幹事）  

御指摘のとおり、毎年この導入のアンケートの中で一番弁護士倫

理について、余り役に立たないとか、あるいは役に立ったというのが

一番割合的に低くなっておりまして、これをちょっといろいろ改善

しようということを何年か前から、一応毎年ちょっと改良を加えた

りはしておりまして、恐らく３年前のものよりは比較でいうとポイ

ントが上がってきてはいると思うんですね。  

具体的に何をやっているかというと、主に内容としては総論的な

話、弁護士自治の重要性ですとかそういった話とか、弁護士職務基本

規程の一般的な話みたいなものもあるんですけれども、やっぱりそ

れだけですと修習生の方は余り面白みがないというような感じもあ

りますので、２年前ぐらいから大幅に事例の問題を増やしまして、全

部で１３個ぐらい用意してるんですね。  

その１３個の事例を全部細かくやっているとそれだけで時間が足

りなくなってしまうんですけれども、１３個の事例を修習生に一応

考えさせて、その中で何本かピックアップしてグループ討論をして

もらって、グループごとに答えてもらうというようなことをやり始

めましたら、具体的な事例の方がイメージが持ちやすいみたいでし

て、全体の統計を見るとほかのカリキュラムと比較してちょっと低

いという感じは確かにあるんですけれども、いろいろためになりま

したとか、こういうこと知らなかったので役に立つと思いますとい

う声は多く聞こえておりましたので、必ずしも内容が全然意味のな

いことをやっているということはないと思いますし、修習生にもあ

る程度そういうのは伝わっているのではないかなというふうに思い
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ました。  

もしかしたらアンケートの取り方の中で、全部役に立ったと思っ

ても、修習生が何か差をつけようと思って役に立ったものとあんま

り役に立ってないものと若干無意識に差をつけてるんじゃないかな

と思うんです。多分ほかとの比較上、役に立つ度合い、実務に直結す

るという意味では保全執行ですとか立証活動ですとか、そういう方

がためになったというふうになりやすいのかなというふうに思って

るところもあります。  

（山本委員長）  

ありがとうございました。岩崎委員、いかがでしょうか。  

（岩崎委員）  

ありがとうございます。別に民弁教官室がやっていることが間違

っているとか無駄なことをやっていると思っているわけではなくて、

多分ロースクールでもやっているし、司法研修所でもやっていると

いう理由があるのだと思うのですが、新規登録弁護士になってから

何でまたやるんだということをきつく言う人がいるので困ってるな

っていうところを、どのようになっているんだろうなと思って伺っ

た次第です。  

我々もめげずにやりますので、教官の皆さんも、弁護士倫理と特に

弁護士自治のところは我々の業界では絶対に欠かせないものですし

失ってはいけないことだと思いますので、めげずに続けていただけ

たらと思います。よろしくお願いいたします。  

（一場幹事）  

鈴木幹事の御説明を補足しますと、７３期の時のアンケートで役

に立つが５５．８％ですので、かなり上昇しているのかなと思います。 

（山本委員長）  
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ありがとうございます。毎年改正もいただいて、その成果が徐々に

現れているというところかと思いますので、引き続きぜひよろしく

お願いしたいと思います。それでは下津幹事、お願いいたします。  

（下津幹事）  

刑裁教官の下津でございます。先ほど一場幹事の方からの説明で

自学自修の時間が減っているとの説明があったと思いますが、それ

が質の低下につながらないか御懸念の向きもあるかと思いますので、

その辺の実情について御紹介したいと思います。  

コロナの時期には学生であった修習生は、当然のことながらロー

スクールでもお互いに交わる機会があまりなかったものですから、

今回導入修習が参集となりまして、人と一緒に勉強するということ

自体が彼らにとっては非常に新鮮な状況だったと思います。そうい

うこともあって、コミュニケーションの機会を彼ら自身がかなり強

く求め、非常に密接に関係を持とうとしていたことは、前回の司法修

習委員会でも御紹介したところです。  

このような事情から、導入修習のカリキュラムの中のグループ討

論や演習の機会に修習生同士で密なコミュニケーションをとること

によって自らの知見を広めたり、自分の考えを深めていったりする

形で修習の実を挙げているというところもありますので、自学自修

の時間が減った分は他の修習生からいろんな形で吸収して補ってい

ると思います。  

ですので、そういう形で吸収したものを実務修習で発揮してくれ

ているだろうと我々は期待しているところでありまして、その辺を

先ほど紹介のありました司法修習生指導担当者協議会の場で実務修

習を担当している現場の指導官からいろいろお話を聞ければいいな

と思っているところです。  
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（山本委員長）  

ありがとうございました。実情について御紹介いただいたところ

です。  

今期の修習生というのは法科大学院でいえば既修者として入った

人間は２０２０年４月の入学組だと思いますので、まさにコロナ世

代というか、入った途端に授業は全部オンラインだったっていう世

代。やはりその特殊性というのも一つ現れているんだろうと思いま

すし、もちろんやはりそういう人間関係、人間同士が接して切磋琢磨

していくっていうのは、もちろん自学自修も重要であることは当然

ですけれども、それに代えられない部分もあるということもまた紛

れもない事実だというふうに思いますので、そういったところをど

ういうふうにバランスをうまくとっていくかという問題なのかなと

思いました。濱中委員、お願いいたします。  

（濱中委員）  

自学自修の件です。私も自分の調査で、企業で働いている人たちの

自学自修、自己学習についてアンケート調査をするという経験を重

ねてきましたが、そのなかでいつも感じていたのは、自己学習をアン

ケート調査で把握することの難しさです。つまり、「普段いろんな人

に聞いて回る」「学び方を相談する」なども自学自修・自己学習と捉

えることはできるわけですが、「英会話学校に行く」ほどのわかりや

すい項目としてたてられるものでもなく、些細なといいますか、みえ

にくい自己学習をとりこぼしてしまうということは多々あるように

思います。  

インタビュー調査などでは探りながら聞きたいことに迫れますの

で、「普段どういう生活していますか」と質問し、学びと思われる語

りが聞かれたら、それについてさらに深く聞いていく、ということが
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できるわけですが、アンケート調査となると、ちょっと事情が異なっ

てくるわけです。  

何を言いたいかといいますと、ここである自学自修の項目は、「基

本書を利用する」だったりとか、「復習する」だったりとか、結構型

にはまっているものがメインになっています。集計や入力のことを

考えると、この方法は十分にあり得るのですが、他方で、いま申し上

げた問題点を少しでも克服するために、自由記述形式の項目を入れ、

自由に自学自修について書いてもらうのはどうか。そうすると、修習

生たちのリアルな姿に少し近づくことができるのではないかなと思

いました。  

（山本委員長）  

ありがとうございます。大変重要な御指摘をいただいたかと思い

ますが、一場幹事、いかがでしょう。  

（一場幹事）  

ありがとうございます。こちらの方のアンケートは幸いなことに

デジタル化しておりまして、聞く項目も柔軟に変えることができま

すので、今の委員の御意見を踏まえましてこちらの方でも検討した

いと思います。  

御指摘のとおり、自学自修として挙げている項目が非常に堅いの

で、それ以外の学びの道も当然あるはずで、それが先ほど下津幹事の

申し上げたような話かなと思っておりますので、考えたいと思いま

す。ありがとうございます。  

ウ  指担協の協議事項について  

（山本委員長）  

それでは最後になりますけれども、指担協の協議事項についてで

すが、本年度の司法修習生指導担当者協議会、これは指担協と略され
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るようでありますが、この協議事項につきまして一場幹事の方から

御説明をいただきます。  

（一場幹事）  

修習充実のための取り組みとして、毎年全国の実務庁の修習指導

担当者の皆様と司法研修所との間で指担協を実施しております。今

年度は６月２６日の開催を予定しており、例年どおり民裁、刑裁、検

察、弁護の四つの分科会ごとに協議を行うこととしております。昨今

の指担協はこの委員会での御議論を踏まえたものとしております。  

まず協議事項の１は「導入修習と分野別実務修習の連携について」

となっております。先ほどから出ておりますとおり、７４期、７５期

ではオンライン方式による導入修習を実施いたしましたのに対し、

７６期におきましては講義外における修習生同士の議論、コミュニ

ケーションを通じ早期に人間関係を形成し、より円滑な分野別実務

修習につなげることを目的として、３期ぶりに参集方式での導入修

習を実施いたしました。  

修習生にとっては狭い意味での自学自修の時間に代わり修習生同

士のコミュニケーションなどの時間が増えたこともあるわけですが、

その効果につきましては全国で分野別実務修習を御担当いただいて

る方々に確認するのが最も適当というふうに思います。そこでまず、

オンライン方式との比較を通じた参集方式による導入修習の効果に

ついて協議を行っていただくことを考えております。  

また、７１期以降、導入修習と分野別実務修習の連携のためのツー

ルとして導入修習チェックシートというものを活用をしております

が、こちらの運用が始まってから相当期間経過したことから、実務庁

会での活用の実情等や改善点などについて協議を行っていただくこ

とを考えております。  
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続きまして協議事項２でございますが、こちらの方がどちらかと

いえばメインで、「分野別実務修習の充実方策について」となってお

ります。本年から法科大学院在学中の司法試験受験が始まるととも

に、第７７期以降修習の開始が３月２０日前後頃に変更されること

になります。各法科大学院のカリキュラムの構成についてもこれに

よる変更が加えられるというふうに聞いております。  

司法研修所としては、このような法曹養成制度の変化をはじめと

して、それだけではなく、コロナ禍の経験ですとか、最近ＣｈａｔＧ

ＰＴなども出てきておりますが、そういったデジタル化の進展、法曹

の活動領域の拡大、働き方の変化などを踏まえて修習の内容を充実

させる方策を検討していく必要があると考えております。  

分野別実務修習は修習の核であり、実務修習ガイドラインに沿っ

た指導の実現が進んでいるところではございますが、司法研修所教

育も日々変わっておりますので、こちらの現状を御説明した上で分

野別実務修習の内容を充実化するため、どのような方策が考えられ

るかや、指導担当者の皆様も時間に限りがありますので、これをいか

に効果的、効率的に充実させるか、そのための方策について御協議い

ただくことを考えております。  

（山本委員長）  

ありがとうございました。それでは指担協の協議事項について、御

質問、御意見等、これも御自由にお出しいただければと思います。翁

委員、よろしくお願いします。  

（翁委員）  

御説明ありがとうございました。今デジタル化の中でＣｈａｔＧ

ＰＴの話が出てまいりましたので、ＣｈａｔＧＰＴというのは企業

とかではどういうふうに注意して使っていくかという、そのリスク
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もしっかり把握した上でどういうふうにうまく人の能力を伸ばした

り活用するかっていうような観点からいろいろと検討が進められて

います。  

教育についても、恐らく大学の先生方もいらっしゃるのでいろい

ろとお考えになっている点があると思うんですけれども、司法修習

についても単に例えば活用を黙認するということは余りよくないと

思うので、しっかりそのメリットとデメリットを確認した上でどう

いうふうに考えていくかっていうことの方針などを決めていかれた

らいいのではないかなというふうに思っております。  

（山本委員長）  

ありがとうございました。このＣｈａｔＧＰＴの問題は、大学もそ

うですし、今お話のありました企業、経済界、あらゆる分野で、裁判

所自体でもどう活用するかっていうことを恐らく議論されている部

分があるんじゃないかと思います。非常に司法修習の観点でも重要

な課題だと思いますので、もしこの点について御意見等あればぜひ

この際お伺いしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。他の委

員、幹事からも御意見があればと思いますけれども。  

大学などでも既に一定の何か基準を作ろう、あるいは作っている

ところもあるやに伺ってますが、設楽幹事、お願いいたします。  

（設楽幹事）  

ありがとうございます。先ほど使用を黙認することもできないと

いうお話がございました。黙認ができないのもそうなんですが、禁止

しても禁止は守られないだろうという前提で、やはり何を教えるか

ということを考える必要があるんじゃないかなというふうに思いま

す。  

とりわけ文章や文字を取り扱う業務にこれから就くということを
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考えますと、１０００人から１５００人の人間みんなに不用意に使

うなというメッセージは余り意味がないと思っておりまして、むし

ろ使うときにどんなリスクがあるかということを先ほど翁委員がお

っしゃったように教える必要があるとともに、リスクがあると思っ

ても人間みんな自分は大丈夫と思いがちなものですから、実際にど

ういうふうに使うのかとか、具体的にはＣｈａｔＧＰＴで出てきた

文章をどうチェックするのかとか、あるいはどうそれを自分の文章

にするのかというようなところもゆくゆくは教育の中に盛り込む必

要があるんじゃないのかなというふうに感じております。  

（山本委員長）  

ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。菅原委員、お

願いいたします。  

（菅原委員）  

ありがとうございます。まさに大学では先月の教授会ぐらいから

急いでＣｈａｔＧＰＴへの対応について取り組み始めたところです。

十分熟してるわけではないのですが、幾つか検討状況についてお伝

えさせていただきます。  

一つは、基本的にこれは新しいツールなので、新しいメディア、ツ

ールに対するリテラシー教育が必要であると位置づけております。

ですので、ＣｈａｔＧＰＴが何者で、どういうものなのかというＣｈ

ａｔＧＰＴの原理そのものを知るというところから教育を開始し、

そのメリット、デメリットについて理解できるようにしたいと考え

ています。特にこれに関しては今皆さんおっしゃってるように生成

された結果の真偽を固定することが非常に難しく、少なくとも賢い

良い使い手になるためには真偽が分かる人にならないといけないの

で、それぞれの専門分野に関してより一層知見を深めなくてはいけ
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ないといったようなリテラシー教育をしていくことになります。ま

た、私たちも教育の現場にいて学生たちを評価しないといけません

ので、これに関しては実はかなり大きな動きがありました。シラバス

というのを私たちは作っておりまして、年度初めに各科目をどうい

うふうに評価して成績をつけるかについて学生と契約するのですが、

シラバスを書いたのは去年の秋とか冬だったので、ＣｈａｔＧＰＴ

のことをまだ誰もあまりよく知りませんでした。ですので、課題レポ

ートで採点する科目がたくさんあるのですが、それを会場試験に変

更してもよいこととなりました。  

結局、学生の素頭といいましょうか、学生個人としてライティング

の力や知識の力というのはもう教室で目の前で鉛筆を持って書いて

もらうしか確かめられないかもしれませんので、評価の仕方はレポ

ートでするとシラバスには記載されているけど教室テストに変更し

ますと変えてもいいということになったのです。今後、学生の評価と

いうところでは、“素の実力をきちんと見る”ための場面を教員側も

心して作る必要があるのではないかと思っております。  

もう一つは、私は心理学の授業を担当しており社会科学系なので

すが、今後社会科学系の学生たちに必要になることとして、まず現場

でデータを生み出していく力を育むことと、そしてそのデータを分

析して検証する力を育むことが大切であると感じています。Ｃｈａ

ｔＧＰＴの真偽がわかる人材となるためには、現場で自分の目でエ

ビデンスを検証したり、エビデンスそのものを生む力というのを養

成していく必要があるのではないかと議論しているところです。  

（山本委員長）  

ありがとうございます。大学の現状というかホットなところ、御議

論を紹介いただきました。濱中委員、お願いいたします。  
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（濱中委員）  

ＣｈａｔＧＰＴの特徴をそのまま素朴に考えますと、オンライン

上で出回っている情報を集めてきてうまくまとめるというようなも

のになります。なので、標準解があるようなものであればいいツール

になるようにも思いますが、ここでじゃあ法曹に就く人たちが一体

どういう仕事をするのかということを考えたときに、おそらく「これ

ぐらいのことをやると、こういう刑」といったような標準解がある世

界である一方で、個・個人に深く入りながら判断していく仕事だと言

えるように思います。ＣｈａｔＧＰＴの世界では扱いきれない判断

が求められる仕事、ということですよね。その点を修習生と積極的に

共有していくという機会があればよいのではないか、ということを

考えました。  

（山本委員長）  

ありがとうございます。それでは翁委員、お願いいたします。  

（翁委員）  

メリットとしては要約をするとか、そういった仕事はかなりそれ

でアシストしてもらうことによって生産性が向上するというメリッ

トもありますし、それから専門性が必要な作業をアシストして価値

を高めるということにも使える分野があると思いますが、さっき先

生方がおっしゃっていたように、やっぱりうまく使いこなすってい

うことをやっていかないといけないということだと思っているので、

使いこなし方っていうことをしっかりと学ぶということは大事だと

思っています。  

法曹の方にとって特に重要なリスクっていうのは、これからいろ

んな事案が出てくる可能性があると思うのは、秘密情報とか個人情

報が不適切に利用されると非常に大きな問題を生むということであ
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りまして、ここは法曹の方々にとって非常に大きなリスクだと思い

ますし、あと著作権の問題ですよね。  

これがもう今リーガルにも現実の問題になってきているというよ

うな感じがいたします。また、誤った情報が入ってる場合もあります

し、悪用されたりとかそういうこともあるので、本当にうまくどうい

うふうに使うかということと、それからこれに伴いどういうことが

社会で起こっていくかということとか、そういうことも含めて司法

修習で学ばれる方にとっては非常に重要なパラダイムシフトが今起

こりつつあるというふうに思っているので、ぜひ、少なくとも活用の

仕方などについて御議論いただくということはとても有益なのでは

ないかなというふうに思っております。  

（山本委員長）  

ありがとうございました。法学系統、とりわけ法科大学院などでは

なかなか検討が出遅れというか、まだ十分に熟した議論をひょっと

するとされてないのかなという、自分の所属大学などはそういう感

じもあるんですが、法学部あるいは法科大学院についてこの辺りの

検討で石田幹事、何かありますでしょうか。  

（石田幹事）  

ありがとうございます。法学部や法科大学院などの各箇所という

意味では、実は私どもも大学本部で検討してこれが降りてきている

ところであり、早稲田大学は私が理解する限りでは使っていけない

とは言っていないと思います。ただ、メリット、デメリットを正しく

理解するところから始めようという段階ですので、現場の教員の声

を聞くと、菅原委員がおっしゃっていたように、やっぱり地頭をその

ままテストしようと思ったら教場でやるしかない、という感覚を持

っている方がすごく多いようです。ＣｈａｔＧＰＴが出てきたので
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紙ベースのテストをあえて実施するということは、デジタル化から

はずいぶん矛盾した方向とも考えられ、非常に悩ましいところだと

思っております。  

この機会に、発言の機会をいただいたのでもう一つ申し上げます

と、私は先ほどの濱中委員がおっしゃったこと、そのとおりだと思っ

ています。法曹になる人がほぼ全員で学修する機会は司法修習しか

ありませんので、集合修習の段階で、もちろん技術自体も変わってい

きますけれども、全員に対して最低限これだけは知っておかなけれ

ばいけないということについての講義が最低１回はあるべきではな

いかと思っております。  

守秘義務の問題もそうですし、著作権の問題もそうですけども、も

う一つ私がすごく懸念するのは、ＣｈａｔＧＰＴは結局統計ですの

で、世の中での差別というのはそのままＣｈａｔＧＰＴに反映され

てしまうので、法律家が変えていかなければいけないものというの

はそこでは生み出してくれない。このことについてもっとちゃんと

意識的に学ばないと、明日の講義の課題のために、という形でふつう

に漫然と使って、それが常態化してしまうことは非常に危険だと思

っております。  

（山本委員長）  

ありがとうございました。最初に翁委員の方から、単に黙認すると

いうか、このまま見過ごすということじゃなくて、何らかの案を司法

研修所としても考えていくべきではないかというお話ありました。

また、今、石田幹事からは全員集めてＣｈａｔＧＰＴについて使い方

とか問題点、その他をちゃんと教育すべきではないかという御指摘

もありました。  

ＣｈａｔＧＰＴで今後この傾向が進んでいくことはあっても後退
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することはないということはもう間違いないところだろうと思いま

すので、何らかのことを考えていくという必要があろうかと思いま

すが、一場幹事、いかがでしょう。  

（一場幹事）  

本日は様々な御意見、御指摘をいただきましてありがとうござい

ました。当初指担協の協議事項案を考えていた時は、デジタル化の進

展の中で、ＣｈａｔＧＰＴがこれほど話題になるとは思ってなかっ

たところで、我々の不勉強を恥じたところでありますが、正直、司法

研修所もそうですし、裁判所全体としても、ＣｈａｔＧＰＴをどうい

うふうに活用していくかということは、ほかの社会の皆さんからす

ると遅れている状況にあったのかなというふうに思っておりますの

で、今日いただいた御意見を参考にしまして、最高裁とも協議しなが

ら修習生にどういうふうにさせるか検討してまいりたいと思います。 

ただ、先ほども濱中委員もおっしゃったとおり、司法研修所の方で

は、今、実務家がどういうふうな思考過程でどういう仕事をしている

のか言語化していこうということを取り組んでいるのですけれども、

私もちょっとＣｈａｔＧＰＴを使ってみましたが、例えば民裁でい

えば当事者両方から出てきた主張を分析して争点を探り当てるとい

う作業があるんですが、大まかに当事者の主張をまとめるというよ

うなところではかなり使えそうだなという気はします。他方で、本当

に難しい争点にどれだけたどり着けるかというとなかなか難しいで

すし、さらに争点になった事実があったかどうかの事実認定を裁判

官するわけですけれども、事実認定がＣｈａｔＧＰＴでできるかと

いうと、なかなか難しくて、ある程度の整理はできると思うんですけ

れども、最後の決め手となる判断はやっぱり人間にしかできないの

かなと思っております。そういったところで法曹の価値というか、人



25 

間がやることの意味というのが出てくるんじゃないかと。そういっ

たことも踏まえながら修習生にどういうふうにメッセージを発せら

れるかということを考えたいなと思っております。  

何かほかの司法研修所の裁判教官の方々からも補足があれば、で

きれば御発言いただきたいんですけども、いかがでしょうか。  

（山本委員長）  

いかがでしょうか。三輪幹事、お願いします。  

（三輪幹事）  

非常に示唆的な御意見ありがとうございました。法律の世界にお

りますと、まだまだＣｈａｔＧＰＴも我々がやっている仕事の域に

はたどり着かないだろうというような若干慢心めいたところを持っ

ていたというのが正直なところでございまして、先生方のお話をお

聞きしてると、いやいや、我々もうかうかしていられないな、数年後

や１年、２年後にも我々のやっている職域自体にどんどんと浸潤し

て来るということが予測されるのかなと、逆に浸潤という言葉も使

ってはいけない言葉かもしれないとも思いました。  

どういうふうに有効に活用していくのかがまさに国民目線から見

れば法律というインフラを有効に活用できる、そういう機会なのか

なという気もしまして、ＣｈａｔＧＰＴから目が離せないなと思い

ましたし、その状況をしっかりとウォッチしながら修習生に対する

指導も考えていきたいと思いました。それから私も裁判官でござい

ますので、裁判官としても常にその動きを注視しながら、ここまでは

できているから活用していこう、そしてこれ以上はちょっと注意し

ないといけないなということを意識しなければいけないなと改めて

思いました。  

また、石田幹事が最後の方でおっしゃっていたことに非常に胸を
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打たれました。何かと申しますと、事実を分析したり、それから法の

仕組みを解析したり、それから判例がどういうものがあるのかとい

ったことは、多分数年単位で見ればＣｈａｔＧＰＴも追いついてく

るのかなと。しかしながら、それだけでは判例理論や法に対する考え

方というのは進展しないという、そういったことを石田幹事はおっ

しゃったんだろうというふうに私、理解いたしました。  

実は裁判官も実際に今ＣｈａｔＧＰＴを使わないまでもかなり意

識しながら仕事をしているところでございまして、私、修習生に教え

るときには、裁判官は理、理論の理、それと情、感情の情の部分、こ

の理と情が両輪であって欠かせないんだというようなことを教えて

いるところであります。  

理屈だけで進めますと結局社会の進展はできませんし、これまで

の判例理論で到達したところまでしかいかないという部分があるの

かなと思います。そこの理の部分とか今まで到達できた部分という

のは、数年内には、ＣｈａｔＧＰＴにある程度お任せできるのかなと

は思います。  

しかしながら、最後のやはり情の部分というのは、恐らく時代の進

展とともに、そしてまた事案ごとに異なってくるのかなと思いまし

て、そういったものをうまくすくい取りながら新たなルールを作っ

ていくということを、まさに裁判官、そして弁護士や検察官もまたそ

うだと思うんですが、常に意識しながらやっていく、ＣｈａｔＧＰＴ

にはできない人間ならではのアドバンスというのは一体何なのか、

人間でなくてはできないことは何なのかということを意識しながら

やっていくということが改めて必要なんだなというふうに感じたと

ころでございます。非常に貴重な御意見をどうもありがとうござい

ました。  
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（山本委員長）  

ありがとうございました。この点、今、三輪さんからもありました

けれども、技術自体日進月歩で進んでいくということもありますし、

企業、大学、それぞれまさに今手探りで対応を考えているということ

だと思いますので、司法研修所におかれましても、いろんなところに

アンテナを張って、社会全体としての方向というか、そういったこと

を考えていただき、また、裁判所とも協議をいただき、また、弁護士

会の方でもいろいろ御検討なさるんだろうと思います。検察庁もそ

うだと思いますけれども、この問題は非常に重要ですので、恐らく当

委員会においても、ある程度定期的に話題になって、御議論をいただ

くことになろうかと思いますので、今日はその第１回ということだ

ったのかもしれませんけれども、大変様々な御意見を伺うことがで

きたと思いますので、研修所の方でもぜひそれを活かして検討を開

始していただければというふうに思います。ありがとうございまし

た。  

（一場幹事）  

承知いたしました。  

（山本委員長）  

よろしくお願いします。それでは、岩崎委員どうぞ。  

（岩崎委員）  

今お話しいただいたのは指担協の議題として挙げているところで、

ＩＴという話になっていて、日弁連だとか、あるいは単位会から何人

か参りますので、その参加者にもそこはちゃんと意識を持っていき

なさいというふうに言っておいた方がよろしければ、情報を提供し

ておきます。  

（一場幹事）  
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それはそうしていただければ大変ありがたいです。よろしくお願

いします。  

（山本委員長）  

それでは、今、ＩＴ化、デジタル化の関係でＣｈａｔＧＰＴの問題、

かなり御議論いただきましたが、基本的には指担協の協議事項につ

いてはこの原案のとおりとすることで相当であるということで取り

まとめをさせていただければと思います。  

⑷  今後の予定について  

（山本委員長）  

それでは、用意された議題は以上ということでありますけれども、

司法修習との関係では、とりわけ今年から試験制度、司法試験が変わ

りまして、試験の時期も７月ということになります。それから、いわ

ゆる在学中受験というものが始まって、法科大学院に入って最短２

年目の学生が在学中に試験を受けて、そして来年３月、法科大学院を

修了すると同時に司法研修所に司法修習に入っていくというかなり

新しい制度、大きな変革があるということになります。来年３月以降、

新たな形での司法修習ということになろうかと思います。  

また、それが司法修習にどのような影響を与えるのかというのは、

この指担協のところでもありましたけれども、率直にやってみない

と分からない。我々も法科大学院で日々教えているところですけれ

ども、これがどういうような変容を今後司法修習にもたらしていく

可能性があるのかということについてもまだ様子を見てみないと分

からない部分があります。  

司法試験の合格発表後の後期の授業がどういうような形になって

いくのかというのもカリキュラムがかなり大幅に変わったわけです

けれども、これもまだ実施してみないと分からない部分があって、そ
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ういう意味ではまだしばらく状況を見守るということになるんだろ

うというふうには思いますけれども、かなり大きな変革ではありま

すので、その点についても状況を恐らく注視してみなければならず、

この委員会においても協議をいただく必要があることというのは出

てくるかもしれませんが、取りあえずは今年度様子を見ていくとい

うことになろうかなというふうに思います。  

それでは、引き続き御議論いただくべきことというのは出てこよ

うかと思いますけれども、今日の委員会はこの程度とさせていただ

きたいと思います。本日の議論を踏まえて引き続き司法修習のさら

なる質の向上に努めていただきたいというふうに思います。  

次回委員会については令和６年、つまり来年の１月頃を予定して

いるということで、その頃には今お話しした在学中受験を踏まえた

司法試験の結果も出てきている、そういう時期になろうかと思いま

すけれども、その頃にまた次回御議論をいただければと思います。詳

細な日程については後日調整をさせていただきたいと思います。  

それでは、本日はこれにて委員会の審議は終了したいと思います。

長時間にわたりまして熱心な御議論をいただきましてありがとうご

ざいました。  


